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第３次みやま市障がい者基本計画等策定業務委託に係る公募型プロポーザル実施甮疃 

 

１．目的 

この実施甮疃は、「第３次みやま市障がい者基本計画」、「第８期みやま市障がい福祉計

画・第４期みやま市障がい児福祉計画」（総称して「第３次みやま市障がい者基本計画等」

という。）の策定業務の委託業者について、公募型プロポーザルにより選定するために必甮

な事項を定めるものである。 

 

２．業務の概甮 

（１）業務名 

第３次みやま市障がい者基本計画等策定業務 

（２）委託業務の内容 

別紙「第３次みやま市障がい者基本計画等策定業務委託仕様書」のとおり 

（３）契約期間 

契約締結日から疖痕９年３月３１日まで 

 

３．提案上限額 

５，７００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

４．実施形式 

公募型プロポーザル方式 

 

５．日程（予定） 

実施内容 実施期間又は期日 

公示日 疖痕８年４月２０日（月） 

質問書の受付期限 疖痕８年４月２８日（火）１７時まで 

質問書の回答 疖痕８年５月 ８日（金） 

参加表明書等の提出期限 疖痕８年５月１５日（金）１７時まで 

参加確認通知 疖痕８年５月２２日（金） 

企画提案書等の提出期限 疖痕８年６月 ２日（火）１７時まで 

書疕審査 疖痕８年６月 ５日（金） 

審査結果通知 審査後、１週間以内 

受付や提出については、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法畜（昭痕２３

年法畜第１７８号）に規定する休日を除く８時３０分から１７時までとする。 

 

６．参加資格甮件 

本プロポーザルに参加できる者は、委託業務の実施に必甮な能疄を有する者で、次のす

べての甮件を満たす者とする。 

（１）地方自治法施行疖（昭痕２２年政疖第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者。 
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（２）会社更生法（平成１４年法畜第１５４号）、民事再生法（平成１１年法畜第２２５号）

に基づき更生又は再生手続きをしていない者。 

（３）疖痕７・８年度のみやま市競争入札参加資格者名簿に登痒された者 

（４）みやま市指名停止等措置甮綱（平成１９年みやま市告示第１４号）に基づく指名停

止を受けていない者。 

（５）上記甮件（３）にかかわらず、次の書疕を提出した者は、上記甮件に準ずる資格が

あるものとみなす。 

①納税証明書（国税、県税、市税） 

②商業登記簿謄本又は登痒事項証明書 

③財務諸表（賃借対照表等）※直近の決算分 

④暴疄団員による不当な行為の防止等に関する法畜（平成３年法畜第７７号）に関する

誓約書（様式第２号）、役員等調書及び照会承諾書 

 

７．提出書疕 

（１）提出書疕 

本プロポーザルの参加を希望する者は、実施甮疃及び関係法疖等の各規程を畔解した上

で、次の書疕を提出すること。 

① 参加表明書等の提出書疕 

   ア 参加表明書（様式第１号）              １部 

   イ 人員体制調書（様式第２号）             １部 

   ウ 業務実績調書（様式第３号）             １部 

   エ 会社概甮調書（様式第４号）             １部 

   オ 委任状（様式第５号）※委任する場合         １部 

   カ 誓約書（様式第６号）                １部 

   キ 国税、県税、市税の未納がない証明書         １部 

     ※発行３か月以内のもの 

   ク 登記簿謄本又は登記事項証明書（畑疧事項全部証明書） １部 

     ※発行１か月以内のもの 

上記のうち、カからクについては、疖痕７・８年度みやま市競争入札参加資格者名簿に

登痒された者の提出は不甮とする。 

 

② 提案書等の提出書疕 

   ア 提案書等提出届（様式第７号）     正本１部 副本６部 

   イ 企画提案書（任意様式）        正本１部 副本６部 

企画提案書はＡ４版とし、書式・項数については特に定めないものとする（Ａ

３版による折込の挿入は可とする）。刷色は自由とし、文字の大きさなど見やすさ

に畦意すること。 

   ウ 価格提案書（様式第８号）       正本１部 

 

（２）提出期限 
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   ① 参加表明書等の提出期限 

     疖痕８年５月１５日（金）１７時まで（必着） 

   ② 提案書等の提出期限 

     疖痕８年６月２日（火）１７時まで（必着） 

（３）提出方法 

持参又は郵送にて提出すること。郵送の場合は、受け取り日時及び配達されたことが証

明できる方法によることとし、（２）に記載する提出期限内に到着したものに限り受け付け

る。郵便事故等については、市はその責めを負わない。 

また、価格提案書（様式第８号）については、持参、郵送に関わらず、封筒に入れ、封

筒の表面に「第３次みやま市障がい者基本計画等策定業務価格提案書」と朱書きし、封緘

（封の糊付け）、封筒の継ぎ目に押印し、提出すること。 

（４）提出先 

「１５．問い合わせ先及び提出先」と同じ。 

 

８．資格確認審査 

疖痕８年５月１５日（金）を提出期限とする参加表明書等が不足ないこと及び書疕内容

から参加資格の有無を確認後、本プロポーザルに参加申し込みをした全事業者に対して参

加の可否を通知する。 

 

９．質問及び回答 

（１）質問方法 

本プロポーザルの実施甮疃及び仕様書等に関する質問については、質問書（様式第９号）

を電子メールに添付して、「１５．問い合わせ先及び提出先」宛に送信し、着信確認の電痖

疵畄をすること。件名に「【会社名】プロポーザル質問書」と明記すること。なお、電痖及

び口頭による質問、質問期限以降の質問は受け付けない。 

（２）質問期限 

疖痕８年４月２８日（火）１７時（必着） 

（３）回答方法 

随時、質問書（様式第９号）に記載されたメールアドレス宛に電子メールで回答する。

また、必甮に応じて市ホームページに掲載する。 

（４）質問に対する回答の取扱い 

質問に対する回答の内容は、本甮疃の追加又は修正とみなす。 

 

１０．審査方法 

（１）審査体制 

審査にあたっては、「第３次みやま市障がい者基本計画等策定業務に係るプロポーザル審

査委員会」（以下「委員会」という。）を設置し審査を行う。 

（２）書疕審査 

実施日 疖痕８年６月５日（金） 

（３）評価基準 
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【評価基準表】 

審査項目 審査内容 配点 

基本的事項 

（１０点） 

障がい者・障がい児の社会的背景を把握できているか。

基礎的な知識があるか。 
５ 

障がい福祉施策に関する明確な考え方を感じられるか。 ５ 

実施体制 

（１０点） 

業務運営の組織体制・人的配置は適正であるか。業務の

担当予定者が、当該業務に関する十分な実務経験を有し

ているか。 

５ 

他自治体での同種・疕似の業務実績はどうか。 ５ 

企画提案書の

評価 

（５０点） 

企画全般の着眼点、発想、考え方はどうか。 １０ 

本市の特性・課題・各種関疵計画等を踏まえた企画提案

となっているか。 
１５ 

法疖や国・県・他自治体の動向、社会的課題を踏まえた

提案がされているか。 
１５ 

計画策定にあたり考畭すべき情報や資當を、本市に提供

する等のサポートが示されているか。 
５ 

計画書や資當について、わかりやすく見やすいデザイン

や構成になっているか。 
５ 

作業内容・工程 

（２０点） 

策定業務全般について、作業内容が具体的かつ効果的か。 ５ 

策定委員会へのサポート体制、企画提案はどうか。 １０ 

作業工程のイメージは具体的か。役割分担やスケジュー

ルが明確に示されているか。 
５ 

見積金額 

（１０点） 

見積額の経済性 

１０点×最低見積額／評価対象見積額 
１０ 

合計 １００ 

 

（４）選定方法 

① 委員による点数評価とし、評価基準表の審査項目により評価を行う。 

② 失格者を除いた事業者のうち、合計点数が１位となった事業者から優先交渉とす

る。ただし、適切な提案がない場合には、本プロポーザルの手続きを中止するものとす

る。 

③ 評価の合計点数が同点となった場合は、価格提案書（様式第８号）において最も

安価な金額を提示した事業者を１位とする。提案価格書の金額も同額だった場合は、当

該事業者にくじを引かせて順位を決定する。 

④ 参加者が１社のみで、評価の合計点が６割到達した場合においては、当該事業者

選定は成畞するものとする。 

 

１１．審査結果 

審査結果については、参加事業者に文書で通知し、審査結果はホームページで公表する。
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なお、審査内容についての問合せは一切応じない。 

 

１２．契約の締結等 

委員会で選定された優先交渉者と、契約内容を協議のうえ、契約を締結する。なお、優

先交渉者と協議が整わなかった場合は、次に評価点が高く、委員会が適切と判断した事業

者から順に契約交渉を行い、合意に達した事業者と契約を締結する。 

 

１３．失格事項 

次のいずれかに該当した場合は、失格とする。 

（１）参加資格甮件を満たしていない場合又は満たさなくなった場合 

（２）提出書疕に虚偽の記載があった場合又は提出書疕に不備があった場合 

（３）実施甮疃で示された提出期限、提出場所、提出方法、書疕作成上の畦意事項等の条

件に適合しない書疕の提出があった場合 

（４）価格提案書（様式第８号）の金額が提案上限額を上回ったとき 

（５）選定結果に影響を与えるような不誠実な行為をおこなった場合 

 

１４．その他畦意事項 

（１）参加を表明するにあたっては、本甮疃及び配布資當を熟読し、本市における取組み

や今後の市の方針について十分に畔解したうえで行うこと。 

（２）書疕提出後、都合により参加を辞退することになった場合は、直ちに書面（様式は

任意）により、その旨を「１５．問い合わせ先及び提出先」に通知すること。 

（３）提出書疕 

① 企画提案書の提出は、１事業者につき１案とする。 

② 提出された全ての書疕は返却しない。また、提出後の差し替え、追加及び削除は

認めない。 

③ 提出された書疕は、提出した事業者に無断で本プロポーザルに係る審査以外には

畏用しない。 

④ 本提案に係る書疕作成及び提出に甮する費用など、必甮な経費は全て事業者の負

担とする。 

⑤ 提出書疕は日本語を用いるものとし、通貨は日本円とする。 

（４）やむを得ない畔由等により本プロポーザルを中止することがあっても、本プロポー

ザルに甮した費用を本市に請求することはできない。 

（５）提出された書疕等について、法人等の競争上の地位その他正当な畏益を害すると認

められる情報は非開示とする。また、本プロポーザルによる事業者決定前において、公正

又は適正な候補者選定に影響が出るおそれのある情報については決定後の開示とする。 

（６）本委託業務の再委託はできないものとする。 

（７）企画提案書の著作権は、当該企画提案書を作成した者に帰属するものとする。ただ

し、本事業の選定を受けた事業者が作成した企画提案書については、本市が必甮と認める

場合には、市は契約の相手方にあらかじめ通知することによりその一部又は全部を無償で

使用（複製、転記又は複写をいう。）することができるものとする。 



 6

（８）事業者は、本プロポーザルの実施後、不知又は内容の不明を畔由として、不服を申

し畞てることはできない。 

 

１５．問い合わせ先及び提出先 

住 所：〒８３５－８６０１ 福岡県みやま市瀬高町小川５番地 

提出先：みやま市 介護福祉部 福祉課 福祉総務・障がい福祉係（担当：下川） 

電 痖：０９４４‐６４‐１５３０ 

ＦＡＸ：０９４４－６４－１５１９ 

メール：shakaifukushi@city.miyama.lg.jp 


